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距
に
応
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大
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五
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ン
で

あ
る
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す
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で
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日
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海
洋
生
物
資
源
の
保
存
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び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
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物
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源
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存
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理
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関
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律
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七
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七
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第
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七
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規
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物
資
源
の
保
存
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び
管
理
に
関
す
る
計
画

(
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成
二
十
七
年

一
月
十
三
日
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の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
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十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
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第
五
項
の
規
定
に
よ
り
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す
る
。

平
成
二
十
七
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十
六
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森
県
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村

申

吾
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・
〇
〇
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ー
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ら

五
一
・
五
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ー
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で
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〇
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

嶋

和

行

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
戸

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
七
年
三
月
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

嶋

和

行

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
27年
２
月
16日
付
け
青
森
県
報
号
外
第
６
号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自

治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
か
ら
措
置
を

青 森 県 報平成27年３月16日 月曜日 第3970号5

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

和
泉

幸
吉

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
市
川
一
五
の
一

平
成
��

･

�･

��
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
｡

平
成
27年
３
月
16日

青
森
県
監
査
委
員

泉
山
哲
章

同
元
木
篤
子

同
山
谷
清
文

同
小
檜
山
吉
紀

青 森 県 報平成27年３月16日 月曜日 第3970号 6

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

公
益
財
団
法
人
２
１
あ
お

も
り
産
業
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー

設
備
貸
与
事
業
及
び

機
械
類
貸
与
事
業
の
未

収
金
の
解
消
に
努
め
る

こ
と
｡

設
備
貸
与
事
業
及
び
機
械
類
貸
与

事
業
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
､
定
期

的
な
企
業
訪
問
､
電
話
等
に
よ
る
状

況
把
握
の
ほ
か
､
四
半
期
毎
に
未
収

企
業
対
応
検
討
会
議
を
開
催
す
る
な

ど
､
必
要
に
応
じ
て
当
セ
ン
タ
ー
の

再
生
支
援
協
議
会
な
ど
の
活
用
を
促

し
な
が
ら
､
企
業
経
営
の
再
生
支
援

と
と
も
に
計
画
的
な
回
収
に
努
め
て

い
く
｡
ま
た
､
回
収
不
能
な
未
収
金

に
つ
い
て
は
､
計
画
的
な
貸
倒
償
却

に
努
め
て
い
く
｡

な
お
､
新
た
な
未
収
金
の
発
生
防

止
が
最
も
重
要
と
考
え
て
い
る
た
め
､

正
常
先
の
企
業
に
対
し
て
も
､
貸
与

後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し
て
､
毎

年
度
｢設
備
利
用
状
況
調
査
｣
を
実

施
し
て
い
る
ほ
か
､
直
接
､
企
業
を

訪
問
し
経
営
状
況
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し

て
い
る
｡


